
教　　員 輸出管理担当者（総務課）

外国人研究員等 （留学生） 技術の外国提供 貨物の輸出 輸出不承認

　　　　　　ＮＧ

ＹＥＳ リスト規制 ＹＥＳ リスト規制 ＹＥＳ リスト規制 輸出許可申請 ＯＫ

　　　　　　ＮＯ 　　　　　　ＮＯ 　　　　　　ＮＯ

滞在６か月以上 ＹＥＳ 国際会議 ＹＥＳ 　　　　　　ＮＯ 滞在６か月以上 ＹＥＳ

　　　　　　ＮＯ 　　　　　　ＮＯ 　　　　　　ＮＯ

グループＡ ＹＥＳ グループＡ ＹＥＳ グループＡ ＹＥＳ 貿易外省令 ＹＥＳ

　　　　　　ＮＯ 　　　　　　NO 　　　　　　NO 【内容チェック】

ＹＥＳ キャッチオール規制 ＹＥＳ キャッチオール規制 ＹＥＳ キャッチオール規制 輸出審査票 輸出審査票

　　　　　　NO 　　　　　　NO 　　　　　　NO

自主受入 自主持出 自主輸出 リスト規制 ＹＥＳ 輸出承認

　　　　　　ＮＯ

輸出審査票 グループＡ 輸出審査票

　　　　　　NO

キャッチオール規制 貿易外省令 ＹＥＳ

　　　　　　ＹＥＳ 　　　　　　ＮＯ

用途 用途要件 ＹＥＳ

　　　　　　ＮＯ

需要者 需要者要件 ＹＥＳ

　　　　　　ＮＯ

ユーザーリスト ユーザーリスト ＹＥＳ

　　　　　　ＮＯ

輸出承認

　　　　　　ＯＫ

輸出許可申請

　　　　　　ＮＧ

輸出不承認

国際会議の該否

東京女子医科大学　安全保障輸出管理手順書

多数国（３カ国以上）の構成員による会議、学会等とする。

技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とし、質疑応答の内容が発表の範
囲内である場合はＯＫ、ただし、他に個別の研究者との打合せ等がある場合にはキャッチオール
規制の対象となる。

２．公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引

許可を要しない技術の提供＜貿易外省令第９条＞

４．工業所有権の出願又登録を行うために、当該出願又は登録に必要最低限の技術を提供する取引

５．貨物の輸出に付随して提供される使用に係わる技術であって必要最低限のものの取引

管理担当部局（国際交流委員会）

　　（特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く）

３．基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引

アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、
オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、
ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、
ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク

１．ＯＤＡ等の無償の経済協力等に関する二国間協定に基づく取引

グループＡ（旧称　ホワイト国）
＊輸出貿易管理令（昭和24年政令第378号）　別表第３の
国・地域
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